
 スポーツ少年団登録規程  

 

第１条 この規程は、日本スポーツ少年団設置規程第 4章第 6条に基づき、スポーツ少年団・団員・

指導者・役員およびスタッフの登録に関することについて定める。 

第２条 登録は、日本スポーツ少年団設置規程第 2章の目的にのっとり、日本スポーツ少年団に加

入することを目的として行うものとする。 

第３条 登録は、日本スポーツ少年団が別に定める要件を具備したものをもって、市区町村スポー

ツ少年団から都道府県スポーツ少年団を通じ、日本スポーツ少年団へ、各スポーツ少年団

単位で申請する。 

２. 前項の登録にあたっては、市区町村スポーツ少年団、都道府県スポーツ少年団および日本

スポーツ少年団がそれぞれ別に定める登録料を納めるものとする。 

第４条 登録の有効期間は、登録の認定を受けた日から、その年度末日までとし、年度ごとにこれ

を更新する。更新の方法は前条に定めるところによる。 

第５条 日本スポーツ少年団は、第３条の定めにより登録を行ったスポーツ少年団・団員・指導者・

役員およびスタッフに対し、次の手続きによる認定を行う。 

（１） 新規登録単位スポーツ少年団については団認定証を交付するとともに情報誌「Sport 

Japan」を送付する。また、単位スポーツ少年団旗を保持しなければならない。 

（２） 更新登録単位スポーツ少年団については情報誌「Sport Japan」を送付する。 

（３） 団員については団員章を交付する。 

（４） 指導者については指導者章を交付する。 

（５） 役員およびスタッフについては登録証を交付する。 

第６条 前条による登録の認定を受けたスポーツ少年団ならびに前条による登録の認定を受けた

団員・指導者・役員およびスタッフ（以下「少年団登録者」という。）は、次に掲げる権

利を有する。 

（１） 単位スポーツ少年団については市区町村スポーツ少年団、都道府県スポーツ少年団および

日本スポーツ少年団が実施する諸活動に参加すること。ただし、当該事業の要項等により

制限がある場合は除く。 

（２） 公益財団法人日本スポーツ協会（以下「本会」という。）が所有するスポーツ少年団関係

標章を使用すること。ただし、その使用にあたっては、本会が定める「スポーツ少年団関

係標章の使用に関する規程」に基づき正しく使用すること。 

第７条 少年団登録者は、次の事項を遵守しなければならない。 

（１） スポーツ少年団の理念、日本スポーツ少年団団員綱領および日本スポーツ少年団指導者綱

領に従って活動すること。 

（２） 本会倫理規程を遵守するとともに、遵守事項に違反する行為（反倫理的行為）を行った疑

いがあるときまたは当該行為を行った疑いがある者に関係するとみなされるときは、当該

事案に関する調査に誠実に協力すること。 

（３） 本会倫理規程および遵守事項に違反する行為（反倫理的行為）を発見したときは、これを

是正するよう努めること。 



 

第８条 少年団登録者が、本会登録者等処分規程第3条に違反する行為を行った疑いがあるときは、

同規程に基づき対応を行うものとする。 

２. 前項の対応を行った結果、当該少年団登録者の違反行為が明らかとなり、処分を行う必要

があると判断された場合、当該少年団登録者を処分するものとする。 

第９条 この規程に定めるほか、登録に関して必要な事項は、日本スポーツ少年団常任委員会の議

を経て、別に定めることができる。 

第１０条 本規程の改定は、日本スポーツ少年団常任委員会の承認を得て変更することができる。 

附則１ この規程は昭和 61年 4月 1日から施行する。 

附則２ この規程は平成元年 4月 1日から改定施行する。 

附則３ この規程は平成 22年 6月 9日から改定施行する。 

附則４ この規程は平成 27年 11月 9日から改定施行する。 

附則５ この規程は平成 30年 4月 1日から改定施行する。 

附則６ この規程は令和元年 5月 31日に改定し、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附則７ この規程は令和 4年 4月 19日に改定し、令和 5年 1月 1日から施行する。 

附則 8 この規程は令和 7年 12月 4日に改定し、令和 8年 4月 1日から施行する。 

 


